
つるがしま市議会だより第１５８号〔１５〕

あなたの声を市議会に あなたの声を市議会に 
～請願・陳情の出し方を紹介します～ 

　請願や陳情は、皆さんの要望を直接政治に反映させ

る方法の一つです。

１　請願には、紹介議員として１人以上の市議会議員

の署名が必要です。紹介議員がいない場合は、請願

ではなく、陳情となります。

２　件名、要旨、理由を簡潔に記載してください。

３　提出年月日、請願者の住所（法人の場合は所在地

と名称）を記載し、請願者（法人の場合は代表者）

が署名してください。

４　複数人で請願を出す場合は、代表者を１人決めて

（外○○名）と記載してください。

５　請願はいつでも受け付けていますが、３月・６月

・９月・１２月に開催される定例会ごとに期限を定め

ています。

６　陳情書は、請願書の書式に準じて作成してください。

７　詳しくは、議会事務局へお問い合わせください。

※請願者が複数の場合

は、署名簿を添えて

ください。

書式例は議会のホームページからダウンロードできます。

ホームページはこちらから 鶴ヶ島市議会 検　索
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関越自動車道の川越的場バス停


